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医療保険より介護保険が優先

健康保険法第55条で、医療保険と介護保険で同様のサービスが行われる場合は、介護

保険が優先されることになっています。よって、“在宅患者訪問薬剤管理指導料”を算定す

る場合は、患者等に介護認定の有無を確認し、介護認定を受けている場合は介護報酬の

“居宅療養管理指導費”を算定することになります。

しかしその徹底が不十分だとして平成24年10月9日付けで、厚生労働省保険局医療課か

ら事務連絡「在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意

事項について」が通知されました。
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健康保険法 第55条 （他の法令による保険給付との調整）

1．（略）

2．被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養

費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に

ついて、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

3．（略）



CopyrightⒸ2012 Nichi-Iko Medical Practice Institute Co.,Ltd. 

日医工MPI2012

3



CopyrightⒸ2012 Nichi-Iko Medical Practice Institute Co.,Ltd. 

日医工MPI2012

4



CopyrightⒸ2012 Nichi-Iko Medical Practice Institute Co.,Ltd. 

日医工MPI2012

第一項目

１ 保険薬局においては、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対して、

介護保険の被保険者証の提示を求めること等により当該患者が要介護被保険者等であるか否かの

確認を行うほか、要介護認定等を申請した場合には当該保険薬局に連絡するよう求めること。
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第二項目

２ 保険薬局に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る指示を行う医師においては、当該指示に係る

患者が要介護認定等を申請したことを把握した場合には、当該保険薬局に対してその旨を情報提供

するよう努めること。
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第三項目

３ 介護支援専門員（ケアマネジャー）においては、利用者が保険薬局から在宅患者訪問薬剤管理指導

料の算定に係る薬剤管理指導を受けていることを把握した場合には、当該利用者が要介護被保険

者であること等を当該指導料を算定する保険薬局に情報提供するよう努めること。また、要介護等認

定の申請手続きを代行する際にも、当該患者が在宅患者訪問薬剤管理指導を受けているかを確認

し、受けている場合には、その旨を保険薬局へ情報提供するよう努めること。
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第四項目

４ 医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）から居宅療養管理指導によるサービス提供を受ける

際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書及び契約書を作成した場合には、介護保険

の適用対象となった際に、改めて契約書を作成することは不要とする。
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